
県
道

道
路
の
種
類

第

千

九

百

二

十

八

号

平

成

二

十

年

三

月

十

一

日

善
師
野

多
治
見
線

路
線
名

可
児
市
東
帷
子
字
西
ノ
股
三
三
一

〇
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

三
三
八

八
番
一
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

(

火
曜
日)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成�･��･��平成��･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

目

次

告

示

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

一
八
五
ペ
ー
ジ

○
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定

(

郡
上
農
林
事
務
所)

一
八
五

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件
(

商
業
流
通
課)

一
八
六

○
争
議
行
為
の
通
知
の
公
表

(

労
働
雇
用
課)

一
八
七

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

(

農
地
計
画
課)

一
八
七

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
三
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
六
号

森
林
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平成20年３月11日 岐 阜 県 公 報 第１９２８号( 185 )
�

�
岐
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毎
週

(

火
曜
日

金
曜
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発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
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一
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平
成
二
十
年
三
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

郡
上
市
高
鷲
町
大
鷲
字
峠
九
七
〇
の
一
〇
、
九
七
〇
の
一
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
年
三
月
十
一
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
部
商
業
流
通
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ー
サ
２
１(

Ｍ
Ａ
Ｓ
Ａ
２
１)

岐
阜
市
正
木
中
一
丁
目
二
番
一
号

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

変
更)

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
年
三
月
十
一
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
部
商
業
流
通
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

国
府
リ
バ
ー
サ
イ
ド
シ
ョ
ッ
プ
タ
ウ
ン

高
山
市
国
府
町
広
瀬
町
一
五
六
七
―
一

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

変
更)

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
年
三
月
十
一
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
部
商
業
流
通
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)
ゲ
ン
キ
ー
瑞
浪
店

瑞
浪
市
北
小
田
町
三
丁
目
五
十
三
番

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

新
設)
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○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
年
三
月
十
一
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
部
商
業
流
通
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

バ
ロ
ー
郡
上
店

郡
上
市
八
幡
町
稲
成
字
ツ
ト
テ
八
四
四
番
一

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

新
設)

○
争
議
行
為
の
通
知
の
公
表

労
働
関
係
調
整
法(

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐

阜
県
民
主
医
療
機
関
連
合
会
労
働
組
合
か
ら
労
働
条
件
の
改
善
等
の
要
求
に
関
し
て
争
議
行
為
を
行
う

旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令(

昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号)

第

十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

争
議
行
為
の
行
わ
れ
る
日
時

平
成
二
十
年
三
月
十
三
日
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

争
議
行
為
の
行
わ
れ
る
場
所

み
ど
り
病
院(

所
在
地
岐
阜
市)

、
す
こ
や
か
診
療
所(

同)

、
華
陽
診
療
所(

同)

、
し
ず
さ
と

診
療
所(

所
在
地
大
垣
市)

及
び
こ
が
ね
だ
診
療
所(

所
在
地
関
市)

の
全
職
場

三

争
議
行
為
の
概
要

前
項
の
職
場
に
お
い
て
、
保
安
要
員
を
除
き
争
議
行
為
を
実
施
す
る
。

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
関
田
原
地
区
の
換
地
処
分
を
平
成
二
十
年
二
月
二
十
五
日
に
し
た
の
で
、
同
法
第

八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
恵
北
地
区
馬
場
工
区
の
換
地
処
分
を
平
成
二
十
年
二
月
二
十
五
日
に
し
た
の
で
、

同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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平
成
二
十
年
三
月
十
一
日
印
刷

平
成
二
十
年
三
月
十
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


